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審査結果の要旨 

 

 本論文の研究目的は、看護実践中の看護師が自身の行動を選択し、決定す

るプロセスにおいて、看護師自身が置かれている状況をどのようにセルフ

モニタリングしているのかを明らかにすることであった。本研究はこの目

的を達成するため、２つの研究から構成され、段階的に遂行された。研究１

では、概念分析アプローチを用いて「対人関係におけるセルフモニタリング

の概念の明確化」を行い、３つのカテゴリからなる属性、２つの先行要件、

２つの帰結を抽出し、対人関係におけるセルフモニタリングの定義を導出

した。研究２では、看護実践中に看護師が行っているセルフモニタリングの

構造を見出すことを目的として、臨床場面における参加観察と半構造化面

接によってデータを収集し、修正版グラウンデッドセオリー・アプローチ法

を用いて分析した。その結果、看護実践中の看護師のセルフモニタリングの

定義を導き、その構造は、状況を捉える契機、気がかりや思いを受けとめ

る、次につなげる行動の統制、の 3 側面より構成されていることを明らか

にした。 

本審査会は予備審査（平成 30 年 12 月 13 日）を経て、博士論文審査（本

審査：平成 31 年 1 月 22 日）を実施した。 

 本論文は、看護師が自身の置かれている状況や変化を察知し、直面する問

題と向き合い、さまざまな判断を看護の実践中に瞬時に行っていることに

着目した点に新規性、独創性がある。概念分析によって抽出された、看護実

践中の看護師のセルフモニタリングの定義に基づき、抽出された新人看護

師、達人看護師の双方の概念の共通点、あるいは相違点からの考察は、看護

職が看護実践を通して成長していく過程があらためて明確となり、意義深

い。さらにセルフモニタリングの構造や定義が明らかになったことで、看護

師の継続教育等での活用において今後の発展的示唆が示され、熟達した看

護師としての成長促進に寄与することが期待される。  

 

本論文は、博士論文審査基準を満たす内容であり、本審査会は審査過程に

おいて学位申請者が論文内容を把握していることを確認した。 

以上により、本審査会は本論文を博士（看護学）の学位にふさわしい内容

と判断し、博士論文として「合格」と判定する。 


